
減額世帯�
21％�

増額世帯�
78.4％�

変更なし 0.6％�

1世帯平均月額�
　　約3,000円減�

1世帯平均月額�
　　　約700円増�
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給与収入金額（万円）�

年間保険料（円）�

・住民税方式�
・平等割・均等割の割合54％�

・市民税所得割方式�
・平等割・均等割の割合50％�

こ
の
ほ
ど
、
札
幌
市
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会
か
ら
、
本
市
の

国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課
の
在
り

方
に
関
す
る
答
申
書
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

本
市
の
保
険
料
の
所
得
割
は
、

昭
和
三
十
四
年
の
制
度
創
設
時
に

採
用
し
た
賦
課
方
式
に
よ
り
決
定

さ
れ
て
お
り
、
世
帯
構
成
や
年
齢

構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、
収
入
に

対
す
る
保
険
料
の
負
担
割
合
に
大

き
な
格
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。
特

に
、
中
間
所
得
層
の
保
険
料
の
負

担
割
合
が
重
く
な
る
と
の
不
公
平

感
が
強
ま
り
、
保
険
料
滞
納
の
一

因
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
答

申
で
は
、
保
険
料
所
得
割
の
賦
課

方
式
を
現
行
の
「
市
民
税
所
得
割

方
式
」か
ら「
住
民
税
方
式
」へ
変

更
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

「
住
民
税
方
式
」
が
選
ば
れ
た

理
由
と
し
て
は
、
①
税
法
上
の
控

除
な
ど
が
反
映
さ
れ
、
負
担
能
力

に
対
し
て
公
平
で
あ
る
こ
と
、
②

所
得
が
低
い
世
帯
の
急
激
な
負
担

増
を
避
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
一
世
帯
当

た
り
、
世
帯
の
人
数
当
た
り
の

「
平
等
割
・
均
等
割
」
の
み
を
負

担
し
て
い
る
世
帯
に
も
、
所
得
に

応
じ
た
「
所
得
割
」
を
負
担
し
て

い
た
だ
く
場
合
が
出
て
き
ま
す
が
、

中
間
所
得
層
へ
の
負
担
の
集
中
は

緩
和
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
賦
課
の
総
額
に

対
す
る
「
平
等
割
・
均
等
割
」
の

割
合
を
現
在
の
五
〇
％
か
ら
五
四

％
に
引
き
上
げ
、「
所
得
割
」
が

か
か
ら
な
い
世
帯
に
も
、
応
分
の

負
担
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま

し
い
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
中
間
所
得
層
の
負

担
緩
和
の
た
め
医
療
分
の
賦
課
限

度
額
（
五
十
二
万
円
）
を
、
法
令

に
定
め
ら
れ
た
五
十
三
万
円
ま
で

引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
答
申
に
基
づ
き
、
新

方
式
の
実
施
に
向
け
た
制
度
の
整

備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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細

国
保
年
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課
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■図２ 答申の方式による保険料（医療分）減額
・増額世帯の割合

中
間
所
得
層
の
負
担
緩
和
の
た
め

国
民
健
康
保
険
料
は「
住
民
税
方
式
」に

●
札
幌
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
か
ら
答
申

ふる え きよたか

桂市長に答申書を手渡す古江清隆札幌市国民健康保険
運営協議会会長（右）

■図１ 答申の方式による保険料（医療分）比較
※２人世帯の例
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